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10．【参考】 ヒアリング事項に対する当社の考え
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(1) 電気通信事業法第27条の3の導入時に目指した目的①～④は達成できていると言えるか

• 事業法第27条の3の規制導入により、数十万円規模のキャッシュバック等はなくなったが、実質1円での端末販
売競争が継続しており、SIMのみ新規契約のキャッシュバック合戦も生じていることから、「適正な競争環境が実
現している」とまでは言い難い

• スイッチングコストの低下によりMNP数の割合は増加しているものの、ホッピングを行う者の数等が内包されており、
それだけを以て事業者間の適正な競争環境の実現を達成したとまでは言えないものと考える

目的①
事業者間の適正な
競争環境の実現

• 実質1円での端末販売やSIMのみ新規のキャッシュバック合戦といった値引き等の誘引力に頼った競争慣行は
依然として継続している認識

• そのため、通信サービス自体の良し悪しで利用者が自身のニーズに沿ったサービス選択が行われることが望ましい
ところ、実際には契約時の値引き等の経済的利益で判断されている状況は継続しており、合理的に選択にす
ることができているとまでは言えないと考える

目的②
利用者が自らの
ニーズに沿った通信
サービスを合理的に
選択

• 以下のことから利用者間の不公平が是正された状態とまでは言えないものと考える

– 端末購入を頻繁に行う一部の者のみが通信料金割引の恩恵を受けている状態は是正されたものの、端
末値引きの恩恵を受けている状態は継続

– スイッチングコストの大幅な低下にも起因し、新規契約のホッピングを行う者が利益提供の恩恵を多く受けて
いる状態が発生

目的③
利用者間の不公平

1. 指標（データ）に基づく規制のあり方の検討
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【参考】 ヒアリング事項に対する当社の考え

(1) 電気通信事業法第27条の3の導入時に目指した目的①～④は達成できていると言えるか

• 料金については、お客さまニーズや競争環境を踏まえて常に見直しを検討しており、事業法第27条の3の施行
後についても、各種新料金プランの提供を行ってきたところ

• その結果として、「電気通信サービスに係る内外価格差調査」においても、諸外国と比較しても中位の水準で
推移していることから、通信料金が高止まり状態にあるとは言えないものと考える

目的④
通信料金の高止ま
りの解消

1. 指標（データ）に基づく規制のあり方の検討
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【参考】 ヒアリング事項に対する当社の考え

(2) 市場環境や27条の3の規制の効果を検証するにあたり、どのようなデータを定点観測すべきか。他に把握すべきデータはあるか

• 数値データのみをもって、市場・競争環境の実態を把握することは困難であると考える

• 過度の値引き等の誘引力に頼った競争慣行から脱却できているかという観点では、例えば、店頭における顧客誘引の実態等の定性
データ（店頭のPOPやセールストーク等）をモニタリングしていくことも必要と考える

(3) 27条の3の規制の最小化を図ることは可能と考えるか。27条の3の規制に代わる対応策が考えられるか

• 依然として値引き誘引の競争慣行が継続している状況であるため、現状においては、規制自体は引き続き必要であると考える

• 過度の値引き等の誘引力に頼った競争慣行から脱却していると言えるような状況になれば、値引き規制最小化の検討を行うことも考
えられる

• なお、新規契約時の継続利用条件の設定やロイヤルカスタマーへの還元については、不当な囲い込みとまでは言えないため、当該規
制の緩和を検討する余地があると考える

(4)-① 自社のモバイルサービスの通信品質をどのような指標で評価しているか。ネットワーク投資の水準をどのように評価しているか

• 当社は、基地局数や平均スループット等の定量データのほか、SNS等での利用者のご不満の声等の定性データも収集し、総合的に評
価を行ったうえでネットワーク整備・通信品質向上に努めている

• ネットワーク投資については、設備投資効率を高めながら品質改善に向けて継続的に資本投下を行っていく考え

(4)-② 顧客獲得や顧客維持のモチベーションとして、通信料金収入の確保の他に何があるか

• 通信事業を起点とした顧客基盤の拡大は、金融やエンタメ等の様々な事業を拡大し、お客様のライフスタイルに合わせた多様なサービ
ス提供を行っていくうえでも重要な取り組みと捉えている

• また、ｄポイントクラブ会員の同意を得て会員データを保有しており、その会員データを活用し、お客様一人ひとりに最適なサービス・情
報を提供するためのソリューション開発やパートナー企業との連携により、お客様への更なる価値提供に取り組んでいる

1. 指標（データ）に基づく規制のあり方の検討



© 2026 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

13．

13

【参考】 ヒアリング事項に対する当社の考え

(1) 短期解約問題について

• 以下のような課題があると考える

– 新規契約のホッピング行為を行う者が利益提供の恩恵を多く受けており、利用者間の不公平が生じている
状態であること

– 事業者が短期的な顧客獲得に資金を投じることにより、ネットワークの高度化・通信サービスの魅力向上・
次世代サービスの研究開発等の持続可能な成⾧と顧客満足といった未来への投資余力が減少すること

• なお、一部のホッピング行為を行う者に利益提供が集中する状況は、電気通信事業法の目的である「電気通
信の健全な発達」や「国民の利便の確保」の観点からも課題があるものと考える（第1条/第29条第1項第12号）

① 短期解約の
課題は何か

• ホッピング行為に対しては、当社としても既に対策を講じており、今後も継続していく考え

• 他方、事業者努力のみでは防ぎ切れないため、規制による対策も講じていただきたい

② 当事者が自主
的な対策を講じるこ
とはできないのか

(2) その他、顕在化している課題はあるか

■ 端末購入プログラム

• 端末購入プログラムについて、現行ルールでは事業者の裁量が存在し残債免除額の引き上げ合戦が発生している（ルールの形骸化）

• その是正に向けて端末購入プログラム残価率算出ルールの見直しをご検討いただきたい

■ 継続利用割引

• 継続利用割引について、ロイヤルカスタマーへの還元は商慣習としてあり得るところ、見直し（規制緩和）を検討しても良いのではないか
と考える

2. 現在、通信市場や端末市場において顕在化している課題はあるか
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